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【参考６】 

漁網防汚剤に係る排出量 

 

１． 届出外排出量と考えられる排出 

漁網防汚剤は、養殖場で用いられる網及び定置網に塗布されており、漁業や水産養殖業で使用され

るため、非対象業種として推計を行う。漁網防汚剤の使用方法は、染色のようにタンク中で網を薬品に

つけ込んだ後、溶剤を蒸発させ、水中で網を使用するというもので、使用量の全量が環境中へ排出され

ると考えられる。薬品の塗布作業は養殖場又は定置網が張られる地域で同一と仮定する。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 

水産庁によると、漁網防汚剤に含まれる対象化学物質は、有効成分としてはポリカーバメート、ほう素

化合物（トリフェニル（オクタデシルアミン）ボロン等）、溶剤としてはキシレンであり、これら 3物質について

推計を行う。 

 

３． 推計方法 

対象化学物質の需要分野（海面養殖用及び定置網用）別の全国使用量（表 1）が把握できるので、全

量が使用され、環境に排出されると仮定して排出量を算出し、都道府県に配分した（図 1）。例えば、海

面養殖用に用いられる漁網防汚剤の都道府県別の使用量は、「ぶり」や「まだい」の都道府県別収穫量

等に比例すると仮定した。 

平成 23年度と同様、平成 24年度は東日本大震災の影響が統計データに反映済みと考えられるため

震災影響に係る補正は行わなかった。 

 

表 1 漁網防汚剤に係る対象化学物質の全国使用量（平成 24年度） 

対象化学物質 全国使用量（kg/年） 

物質 

番号 
物質名 海面養殖 定置網 合 計 

80 キシレン 1,317,306  2,833,691  4,150,997  

329 ポリカーバメート 559  248,083  248,642  

405 ほう素化合物 696  542  1,237  
資料：水産庁 
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注：需要分野とは「海面養殖用」、「定置網用」を示す。 

図 1 漁網防汚剤に係る排出量の推計フロー 

４． 推計結果 

漁網防汚剤に係る排出量推計結果を表 2に示す。漁網防汚剤に係る対象化学物質の排出量の合計

は約 4.4千 t と推計される。 

 

表 2 漁網防汚剤に係る排出量推計結果（平成 24年度；全国） 

対象化学物質 全国の届出外排出量（kg/年） 

物

質

番

号 

物質名 
対象 

業種 

非対象 

業種 

家

庭 

移

動

体 

合計 

80 キシレン  4,150,997     4,150,997 

329 

ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカル

バミン酸）Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（チ

オカルバモイルチオ亜鉛） 

（別名ポリカーバメート） 

 248,642     248,642 

405 ほう素化合物  1,237     1,237 

合     計  4,400,876 

 
  

4,400,876 

 

対象化学物質の環
境中への排出率
（=100%）

需要分野別・対象化学物質
別の全国の届出外排出量
（kg/年）

漁網防汚剤としての需要分
野別・対象化学物質別の
全国使用量（kg/年）

都道府県別・需要分野別・
対象化学物質別の届出外
排出量（kg/年）

都道府県別の「ぶり」
「まだい」の収穫量等


